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（注）
・この表は、任意の様式とする。
・本業務に要するすべての経費について、詳細な内訳を区分がわかるように記載すること（消費税及び地方消費税を含む）。
・本市が示した委託料上限額を上回る価格で提出したときは、失格とする。
